
1.　研究の背景と目的

　精神保健福祉士（以下、PSW）は、Y問題の教
訓から、自己決定の尊重を中心としたソーシャル
ワークの価値を重視する福祉専門職として誕生し
た。一方、地域社会の福祉ニーズが多様化し、ク
ライエント自身やクライエントを取り巻く関係
者・関係機関の様々な価値観が交錯している。そ
のため、クライエントとのかかわりやそのプロセ
スを大切にし、精神保健福祉士の価値を体現しよ
うとすればするほど、専門職個人の中で倫理的ジ
レンマ注）が生じる。PSWの価値観とクライエント
や関係者等との価値観の狭間における倫理的ジレ
ンマやPSW個人の内的なゆらぎを強く感じること
になる。つまり、ソーシャルワーク実践において、
ジレンマは切っても切り離せない存在といえる。
そのため、PSWはジレンマと上手に向き合い、乗
り越えることによって、専門職としての成長につ
なげることが求められる。一方、ジレンマは苦悩
も伴うため、バーンアウトの一因になることもあ
る（尾崎1999）。先行研究を概観すると、抑うつ症
状が高いPSWの特徴として、「年齢が若く、独身で、
技術を要求されるが、裁量が少なく、上司、同僚
からのサポートが得にくい」という傾向が示唆さ
れている（岡田ほか2009）。また、今井ら（2013）
によれば、新人精神保健福祉士の現状と課題とし
て、「所属機関の業務に従事する中で感じる課題や
ジレンマについて、各人なりの自己点検を行って
いるものの、その自律性を支えるものとして支持
的スーパービジョンの存在が浮上した」とされる。
　このように、初任者PSWのバーンアウトの一因
として倫理的ジレンマが関係していること、倫理
的ジレンマを専門職の成長へつなげるために支持
的スーパービジョンやソーシャルサポートの重要
性が示唆されている。
　こうした状況を踏まえ、筆者は支援者のサポー

トを目的とし、非常勤で勤務していたPSW養成課
程の卒業生有志で開催する勉強会のアドバイザー
として、側面的なサポートを行っている。この勉
強会では 2 年間の総括として、初任者PSWである
参加者が日々の実践でどのようなジレンマと向き
合っているのかを共有し、専門職として今後どの
ように成長していくことが必要なのかについて議
論を深めた。この時の議論を整理し、倫理的ジレ
ンマを専門職としての成長へつなげるための視座
を得ることを目的とした。

2.　対象と方法

1）調査方法
　対象は、A養成校におけるPSW養成課程を卒業
した実務経験 2 年未満のPSW 7 名である。2017（平
成29）年11月に開催した勉強会当日までにワーク
シートの作成を依頼した。主な質問項目として、

「PSW実践で最も倫理的ジレンマを感じたエピ
ソード」「その場面を通じてどのような倫理的ジレ
ンマを抱いたのか」「この場面に最も倫理的ジレン
マを感じた理由」「その倫理的ジレンマとどのよう
に向き合っているのか」「ジレンマと向き合うこと
ができている理由」について尋ねた。勉強会当日
はワークシートを基に、参加者間で倫理的ジレン
マに関する自由な発表や議論を促した。参加者の
交互作用を重視し、自由な雰囲気の中で語ること
が可能となるよう、ファシリテーターとしての介
入は最小限とした。また、ワークシートの内容に
関する詳細な説明があった場合、補足のメモを記
載した。
　そして、倫理的ジレンマを成長へつなげるため
のスキルとして、スーパービジョンの活用に関す
る意見交換を行った。自由な意見を求めるため、
スーパービジョンというテーマ以外は伝えず、各
参加者の意見に対する解釈や意味づけも最小限と
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した。

2）倫理的配慮
　対象者への協力依頼時に、「本調査研究の趣旨や
実施方法」「調査協力は任意であること」「調査協
力に同意した後でも取りやめることが可能である
こと」について、文書ならびに口頭で説明し、質
疑応答を経て同意を得た。また、調査結果の公表
に際しては、個人が特定されないように十分配慮
することを誓約した。そして、ワークシートの内
容と議論の補足メモを匿名化してデータ化した後、
ワークシートをシュレッダーで処理し、個人情報
が残らないように十分留意した。
　本調査やデータ分析に際しては、一般社団法人
日本社会福祉学会が規定する「日本社会福祉学会
研究倫理規程」を遵守した。

3）分析方法
　調査協力の同意が得られた参加者 7 名より収集
したワークシートと勉強会当日に補筆した議論メ
モを用いて、意味のまとまりに着目して内容の整
理・分析を行った。
　具体的には、「実践で最も倫理的ジレンマを感じ
たエピソード」や「倫理的ジレンマの内容とその
理由」「倫理的ジレンマとの向き合い方」に関する
対象者の語りを一覧で整理し、意味づけを行った。
データの分析作業においては、各工程における対
象者とのメンバーチェッキングを実施した。

3.　結果

1）対象者の基本属性
　対象者の性別は男性が 4 人、女性が 3 人である。
年齢は20代が 3 人、30代が 2 人、50代と60代が 1
人ずつである。現在の所属機関として、精神科病
院等の医療機関が 2 人、地域の障害福祉サービス
事業所等が 4 人、行政機関が 1 人である（表 1 ）。

2）�初任者PSWが最も倫理的ジレンマを感じる場
面やそのジレンマとの向き合い方

　初任者PSWが最も倫理的ジレンマを感じるエピ
ソードとして、「クライエントとのかかわり」場面
が最も多かった。次いで、「支援者同士のかかわり」
場面が挙げられていた。ジレンマの構造としては、

「個人の私≠専門職の私」や「専門職としての私≠
組織人の私」「専門職としての私≠専門職としての
先輩・同僚」における価値観のズレが生じている
と考えられた。これらのジレンマとの向き合い方
として、個人の気持ちや考え方の切り替え、スト
レス解消法の工夫などが多く挙げられていた（表
2 ・表 3 ）。

3）�初任者PSWが抱くスーパービジョンに対する
イメージ

　スーパービジョンを受けるまでには、主に 3 つ
のハードルがあると考えられた。
　 1 点目は、スーパービジョンに対する誤解や理
解不足である。具体的には、「そもそもスーパービ
ジョンのイメージが湧かない」「スーパーバイザー
から批判を浴びるのでないかという不安が強い」

表 1　対象者の基本属性
対象 年齢 性別 経験年数 現在の所属機関
A 20代 男性 1 年 8 か月 精神科病院
B 20代 女性 11か月 精神科病院（デイケア）
C 20代 女性 1 年 3 か月 就労支援事業所
D 30代 男性 1 年 8 か月 就労支援事業所（相談部門）
E 30代 男性 1 年 1 か月 一般企業（障害者就労支援部門）
F 60代 男性 1 年 7 か月 地域活動支援センター
G 50代 女性 1 年 8 か月 精神保健福祉センター（現在）、保健センター（ 1 年）
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表 2　初任者PSWが最も倫理的ジレンマを感じたエピソードとその理由
ジレンマを感じた場面 ジレンマの内容 ジレンマを感じた理由

本人は自宅退院を希望するが、周
囲が望まない時

本人や家族、周囲とどのように調
整をしていけばいいか

本人の希望に寄り添うことも大事
だが、すべて受け止めることは難
しいから

多職種連携における各専門職の意
見の違いにより、本人が一時的に
混乱

PSWというつなぎ役をスタッフ
間で上手く発揮できなかった

スタッフ間の連携が不出来で、利
用者に迷惑をかけてしまった

以前担当だった利用者の近況を他
職員から聴いた時

現在の不調な様子を聴き、私なら
このような支援がしたいと思った

担当であった 1 年間は、利用者を
誰よりも近くで見てきた自信が
あった。しかし、今は担当外で上
司の支援に口出しはできないから

何回も電話してくる利用者に「し
つこい」と怒った時

相手の話を傾聴し理解を得るべき
ではなかったのか。しかし、その
対応力がなかった

叱る・怒るという対応は、PSW
の価値観と対立すると思ったから

欠勤や早退が多い利用者が、ク
ローズで転職活動をすると語った
時に迷いが生じた

PSWとしては就労が安定した
後、転職活動に臨むというプロセ
スでいくべき。しかし、個人的に
やりたければやればよいと思った

返答と真逆のことを心の中で考え
ていたため。本音とPSWとして
伝えるべき内容にギャップが生じ
ることはよくある

職員のメンタル不調の様子が見て
取れた時に、帰宅休養を促したが
応じてもらえなかった時

少人数の職員配置の中で、職員の
メンタル不調と利用者への影響の
配慮と優先順位

休養を勧めていたが、出勤を認め
ていたため、法人の労務管理不備
と職員への負の感情が起こったこ
とへのゆらぎ

当事者よりも組織を守る場面 自分の倫理的痛みと当事者の方の
安否

自分の役割が当事者支援であるの
に、目の前の人を守れない

表 3　初任者PSWの倫理的ジレンマとの向き合い方
カテゴリー コード

PSWとしての立ち位置や姿勢を貫く努力 ・本人にとって最善の方向を考えて話し合い
・他職種が大切にしていることを尊重
・PSWとして本人の希望に沿った支援を常に意識
・組織の限界を受け入れつつ、抜け穴を捜す
・本人の環境やPSWとの関係性に疑問を持つ

気持ちや感情のコントロール ・今の部門でやるべきことがあると思うように
・必要なことは本人に伝え、ポジティブに解釈

臨機応変な支援体制の構築 ・職員の異動を行い、かかわりの時間を確保

表 4　初任者PSWが抱くスーパービジョンに対するイメージ
カテゴリー コード

スーパービジョンに対する誤解・理解不足 ・   （教科書や講義で勉強したが）そもそもスーパービジョ
ンが何かが分からない

・   スーパーバイザーから、批判を受けるのではないかと
いう不安がある

スーパーバイザーへのアクセスの困難さ ・   スーパービジョンを受けたいと思っても、どこにスー
パーバイザーがいるか分からない

スーパービジョンを受けることへのジレンマ ・   スーパーバイザーに自分の職場の状況を話すことに
よって、職場批判をしているように受け取られてしま
うのではないか

・   狭い業界なので、自分の評価に影響が出てしまうので
はないか
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といった意見が挙げられた。 2 点目は、スーパー
バイザーへのアクセスの困難さである。対象者か
らは「スーパービジョンを理解し、スーパービジョ
ンを受けたいと思っても、スーパーバイザーがど
こにいるのかわからない」といった意見が挙げら
れた。 3 点目は、スーパービジョンを受けること
へのジレンマである。「スーパービジョンを理解し、
スーパーバイザーに出会えたとしても、職場の批
判につながるのではないか。職場批判をしている
自分自身への罪悪感を覚える」という意見が挙げ
られた（表 4 ）。

4.　考察

1）�初任者PSWが最も倫理的ジレンマを感じる実
践場面とその向き合い方

　初任者PSWが「クライエントとのかかわり」と
いう個別場面で最もジレンマを感じているという
ことは、ソーシャルワークの価値を大切にしよう
とする表れといえる。また、初任者PSWの業務と
して、現場の最前線で利用者や家族とのかかわり
の機会を多く持つことの象徴ともいえる。管理職
である対象者は、専門職同士のかかわりが最も大
きな倫理的ジレンマとなっているが、管理者に求
められる福祉経営の視点が強く影響していると考
えられる。
　これらの倫理的ジレンマとの向き合い方として、
個人の気持ちや考え方の切り替え、ストレス解消
法の工夫などが多く挙げられていた。このように、
初任者PSWの倫理的ジレンマとの向き合い方とし
て、PSW個人の努力に依拠している傾向が示唆さ
れた。

2）�倫理的ジレンマを成長へつなげるためのスー
パービジョンを普及するために

　倫理的ジレンマをPSWとしての成長へつなげて
いくためには、その構造を俯瞰し、客観的に分析
することが求められる（尾崎1999）。つまり、倫理
的なジレンマを専門職としての成長へつなげるた
めには、PSW自身が何と何の板挟みになっている
のかを客観視する必要がある。
　これまでの研究や実践報告等から、客観的に感
情や考え方の整理を行う一方法として、スーパー

ビジョンの有効性が明らかにされている。そして、
初任者PSWもスーパービジョンの意義を養成校で
学んでいる。しかし、スーパービジョンに対する
誤解や理解不足から、スーパービジョンを受けよ
うという発想を抱きにくいことが示唆された。ま
た、所属機関を批判することの葛藤やスーパーバ
イザーが職場の人とつながっているのではという
利害関係に対する強い不安と抵抗感を示す場合も
ある。
　そのため、スーパーバイザーとスーパーバイジー
のスーパービジョンに対する考え方のギャップを
明らかにし、そのギャップを埋めることやスーパー
ビジョンのハードルを下げるための取り組みが求
められる。
　倫理的ジレンマは自己否定感や無力感を伴うた
め、上手に向き合い、PSWとしての成長へつなげ
るためには、個人の努力では限界がある。したがっ
て、スーパービジョンの普及啓発活動と同時に、
スーパーバイジーがスーパービジョンを受けるこ
とへの心理的な葛藤に対するサポートが求められ
る。PSWがソーシャルワーカーであろうとすれば
するほど、倫理的ジレンマを抱くことが自然であ
り、自然に向き合える風土づくりが重要である（尾
崎1999；本多ほか2009；木下ほか2015）。

5.　本研究の結論

　本研究では、 2 年未満の初任者PSWがどのよう
な倫理的ジレンマを感じ、その倫理的ジレンマと
どのように向き合っているのかを明らかにするこ
とを目的とした。また、その倫理的ジレンマと上
手に向き合い、PSWとしての成長へつなげるため
の方策について、考察を行った。
　その結果、初任者PSWが最も倫理的ジレンマを
感じるエピソードとして、「クライエントとのかか
わり」場面が最も多かった。次いで、「支援者同士
のかかわり」場面が挙げられていた。倫理的ジレ
ンマの構造としては、「個人の私≠専門職の私」や

「専門職としての私≠組織人の私」「専門職として
の私≠専門職としての先輩・同僚」における価値
観のズレが生じていると考えられた。これら倫理
的ジレンマとの向き合い方として、個人の気持ち
や考え方の切り替え、ストレス解消法の工夫など
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が多く挙げられた。
　倫理的ジレンマをPSWとしての成長へつなげる
ための有効な方法として、スーパービジョンが提
唱されている。しかし、スーパービジョンを受け
ようと決意するまでには、「スーパービジョンに対
する誤解・理解不足」「スーパーバイザーへのアク
セスの困難さ」「スーパービジョンを受けることへ
のジレンマ」という 3 段階のハードルがあること
が考えられた（図 1 ）。

スーパービジョンに対する

誤解・理解不足

スーパーバイザーへの

アクセスの困難さ

スーパービジョンを受ける

ことへのジレンマ

図 1　スーパービジョンを受けるまでの3段階の
ハードル

6.　今後の課題

　今後の課題としては、大きく 2 点が考えられる。
1 点目は、倫理的ジレンマを専門職としての成長
へとつなげる方法に関する多角的な検討の必要性
である。本研究では、その方法としてスーパービ
ジョンが重要だと考え焦点化しているが、その他
にも様々な方策があると考えられる。岡田ら（2009）
によれば、新人の精神保健福祉士に高い技術が要
求され、それがストレッサーになっているという
状況が示唆されている。専門職の成長を目指した
取り組みとして、ソーシャルワークの価値を根底
とした高度な専門技術の修得などについて、さら
なる考察が必要である。 2 点目は、研究の一般化
に向けての対象者の拡大である。本研究では、スー
パービジョンを受けるためのハードルとしての 3
段階を示した。しかし、対象者は 7 名であり、研
究の一般化は困難である。今後は研究成果の般化
を目指し、対象者の拡大と同時に、経年的かつ実
証的研究が求められる。
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注
1 ）本稿における「倫理的ジレンマ」の暫定的な定義として、
「PSWの価値に基づく実践に取り組んだ時、当事者を取
り巻く様々な関係者・関係機関の価値観が衝突する中で、
何を優先すべきかを迷い葛藤すること」（一般社団法人日
本精神保健福祉士養成校協会　2014）とした。本研究の
対象者が卒業したA養成校において、当時使用していた
テキストに記載されていた定義を採用した。
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